
平
成
三
十
年
三
月
五
日
提
出

質
問
第
一
一
九
号

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
で
認
め
ら
れ
る
働
き
方
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
で
認
め
ら
れ
る
働
き
方
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

第
百
四
十
一
回
労
働
政
策
審
議
会
労
働
条
件
分
科
会
で
示
さ
れ
た
、
「
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
案
要
綱
（
諮
問
時
か
ら
の
変
更
点
を
反
映
さ
せ
た
も
の
）
」
に
お
い
て
、
「
特
定
高
度
専
門
業
務
・
成
果
型
労

働
制
（
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
）
」
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
以
下
の
通
り
質
問
し
ま
す
。

一

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
で
は
、
八
時
間
の
法
定
労
働
時
間
の
労
働
を
月
二
十
一
日
間
行
う
と
と
も
に
、
過
労
死

ラ
イ
ン
と
さ
れ
る
時
間
外
労
働
月
百
時
間
の
二
倍
に
相
当
す
る
二
百
時
間
の
労
働
を
あ
わ
せ
て
行
う
、
月
三
百
六
十
八
時
間

の
労
働
は
合
法
で
す
か
。

二

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
で
は
労
災
認
定
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
場
合
で

す
か
。

三

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
が
適
用
さ
れ
た
労
働
者
が
過
労
死
し
た
場
合
、
健
康
管
理
時
間
が
何
時
間
以
上
な
ら
、

労
災
認
定
の
基
準
に
合
致
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
。

四

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
で
は
、
健
康
管
理
時
間
の
把
握
は
使
用
者
の
義
務
と
さ
れ
て
い
ま
す
か
。
義
務
で
あ
る

一



な
ら
ば
、
使
用
者
が
適
切
に
把
握
し
て
い
な
い
場
合
は
罰
則
が
適
用
さ
れ
ま
す
か
。
も
し
罰
則
の
適
用
が
な
け
れ
ば
、
実
際

の
労
働
時
間
が
労
災
認
定
の
基
準
に
到
達
し
て
い
て
も
、
労
働
時
間
は
把
握
さ
れ
ず
、
労
災
認
定
が
さ
れ
な
い
恐
れ
が
あ
り

ま
す
が
、
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。

五

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
が
適
用
さ
れ
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
労
働

者
に
健
康
診
断
を
実
施
す
る
と
あ
り
ま
す
が
、
健
康
診
断
を
す
れ
ば
、
労
働
者
の
心
身
の
健
康
は
保
た
れ
る
と
い
う
認
識
で

す
か
。

六

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
が
適
用
さ
れ
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
使
用
者
が
出
勤
時
間
を
定
め
る
こ
と
は
合
法
で
す

か
。
合
法
で
な
け
れ
ば
、
罰
則
は
適
用
さ
れ
ま
す
か
。

七

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
が
適
用
さ
れ
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
業
務
量
を
使
用
者
が
決
め
る
こ
と
は
合
法
で
す

か
。
も
し
、
業
務
量
を
使
用
者
が
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
過
重
な
業
務
量
が
与
え
ら
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
と
理
解
し

て
よ
い
で
す
か
。

八

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
が
適
用
さ
れ
る
労
働
者
の
健
康
診
断
は
、
ど
の
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
行
わ
れ
ま
す

か
。
ま
た
、
そ
の
費
用
は
誰
が
負
担
し
ま
す
か
。

二



九

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
つ
い
て
、
使
用
者
が
行
政
官
庁
に
届
け
出
た
決
議
に
定
め
ら
れ
る
事
項
に
違
反
し
た

場
合
、
罰
則
は
適
用
さ
れ
ま
す
か
。

十

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
つ
い
て
、
対
象
業
務
や
休
息
時
間
の
確
保
、
深
夜
業
の
回
数
を
一
箇
月
に
一
定
の
回

数
に
制
限
す
る
た
め
の
基
準
な
ど
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
厚
生
労
働
省
令
は
い
つ
ま
で

に
決
定
し
ま
す
か
。
連
続
四
十
八
日
間
の
深
夜
業
は
違
法
で
す
か
、
合
法
で
す
か
。
い
ず
れ
も
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

ル
制
度
の
適
切
性
を
判
断
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
た
め
、
法
律
の
成
立
前
に
、
国
会
に
提
示
す
べ
き
で
は
な
い
で
す
か
。

十
一

平
成
二
十
七
年
二
月
十
三
日
付
の
「
今
後
の
労
働
時
間
法
制
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
、
「
�

特
定
高
度

専
門
業
務
・
成
果
型
労
働
制
（
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
）
の
創
設
」
に
「
時
間
で
は
な
く
成
果
で
評
価
さ
れ
る
働

き
方
を
希
望
す
る
労
働
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
ニ
ー
ズ
は
、
ど
の
よ
う
な
調
査
、
統
計
に
よ

り
把
握
し
ま
し
た
か
。
ま
た
、
労
働
政
策
審
議
会
で
は
ど
の
よ
う
な
議
論
が
さ
れ
ま
し
た
か
。

右
質
問
す
る
。

三


